
○関ケ原町福祉医療費助成に関する条例 

昭和５０年１２月２０日 

条例第３２号 

（目的） 

第１条 この条例は、乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父

及び児童に対し、医療費の一部を助成（以下「福祉医療費助成」という。）することにより、

これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、「乳幼児等」、「重度心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」

及び「父子家庭の父及び児童」（以下「福祉医療費助成対象者」という。）とは、次の各号に

定めるところによる。 

（１） 乳幼児等 満１歳に満たない者から、満１８歳に達する日以後における最初の３月３

１日までの者（次号、第３号又は第４号に該当する者を除く。） 

（２） 重度心身障害者 次に掲げる者のうち、本人の前年の所得（１月から９月までの間に

受ける医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。）が特別児童扶

養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第６条の政令で定める額（以下

この号において「法第６条の額」という。）未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の扶

養義務者で主として本人の生計を維持するもの（以下この号において「生計維持者」という。）

の前年の所得が同法第７条の政令で定める額（以下この号において「法第７条の額」という。）

未満である者（災害その他やむを得ない事由により、本人の前年の所得が法第６条の額未満

であり、かつ、本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第７条の額未満である

と同様の状態にあると町長が認めるものを含む。）をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定による身体障害

者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の交付を受け、かつ、その障害の級別が１級

から３級までの者 

イ 別表に定める知的障害者で、県から療育手帳の交付を受けている者 

ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定による戦傷病者手帳の

交付を受けている者のうち、その障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）別表第

１号表の２に掲げる特別項症から第４項症までに該当する者で身体障害者手帳の交付を受

け、かつ、その障害の級別が４級であるもの 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２

項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が１級又は

２級の者 

（３） 母子家庭等の母及び児童 前号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子のうち、１８

歳以下の児童（１８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの児童をいう。以下同じ。）

を現に扶養している者及び当該１８歳以下の児童並びに同法附則第３条第１項に規定する父

母のない児童のうち１８歳以下の児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。 

ア １８歳以下の児童を扶養している母又は養育者（母がない場合又は母が扶養しない場合

において、１８歳以下の児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をい



う。以下この号において同じ。）の前年の所得（１月から１０月までの間における母子医

療費については、前々年の所得とする。以下、この号において同じ。）が児童扶養手当法

施行令（昭和３６年政令第４０５号）（以下「施行令」という。）第２条の４第２項に定

める額（児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第９条第１項に規定する児童の養

育者にあっては、施行令第２条の４第６項に定める額）未満であり、かつ、１８歳以下の

児童を扶養している母又は養育者の配偶者及び扶養義務者（当該母と生計を同じくする者

又は当該養育者の生計を維持する者に限る。）の前年の所得が、施行令第２条の４第７項

に定める額未満であるとき。 

イ 災害その他やむを得ない事由によりイに規定する要件に該当するに至ったと町長が認め

るとき。 

（４） 父子家庭の父及び児童 前２号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福

祉法第６条第２項に規定する配偶者のない男子のうち、１８歳以下の児童を現に扶養してい

る者及び当該１８歳以下の児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。 

ア １８歳以下の児童を扶養している父の前年の所得（１月から１０月までの間に受ける父

子医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。）が施行令第２条

の４第２項に定める額未満であり、かつ、１８歳以下の児童を扶養している父の配偶者及

び扶養義務者（当該父と生計を同じくする者に限る。）の前年の所得が、施行令第２条の

４第７項に定める額未満であるとき。 

イ 災害その他やむを得ない事由により、イに規定する条件に該当するに至ったと町長が認

めるとき。 

２ この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（６） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

３ この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定又は他の法

令の規定により医療に関する給付を取扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。 

（福祉医療費助成対象除外者） 

第２条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定

による医療を受けることができる者は、福祉医療費助成対象者としない。 

（受給資格者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「受給資格者」という。）

は、関ケ原町の区域内に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若

しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である者のうち、第２条第１項に

規定する福祉医療費助成対象者とする。ただし、乳幼児等についてはその父母又はその生計を

維持している者、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童に

ついては父、重度心身障害者（高齢者医療確保法の規定による者を除く。）についてはその父



母又はその生計を維持している者とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者のうち高齢者医療確保法の規定による被保険者が

同法第５５条第１項各号に規定する病院、診療所又は施設に、入院、入所又は入居したことに

より、岐阜県の区域外に住所を変更したと認められる者については、受給資格者とする。 

（受給者） 

第３条の２ この条例により助成する医療費の支給を受けることができる者（以下「受給者」と

いう。）は、第２条第２項第１号から第４号まで及び第６号に掲げる法律の規定による被保険

者、加入者及び組合員、国民健康保険法の規定による世帯主及び組合員並びに高齢者医療確保

法の規定による被保険者とする。ただし、乳幼児等についてはその父母又はその生計を維持し

ている者、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童について

は父、重度心身障害者についてはその父母又はその生計を維持している者とすることができる。 

（支給額） 

第４条 町長は、受給資格者が社会保険各法の規定による保険給付若しくは高齢者医療確保法に

規定する後期高齢者医療給付（以下「保険給付等」という。）の対象となる療養の給付等（保

険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。）又は他の法令の規定に

よる医療に関する給付を受けた場合に、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他

の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した

額を受給者に支給する。ただし、第８条第１項に規定する助成対象者が医療費の支給申請を行

うことにより支給を受ける場合にあっては、当該額と社会保険各法又は高齢者医療確保法の規

定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。 

（１） 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医

療広域連合の負担する額 

（２） 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受ける

ことができるときは、その額 

（３） 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により助成対象者の負担する入院時食事療

養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額 

２ 町長は、受給資格者が社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による保険給付等の対

象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けたことにより、社会

保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく政令（以下「各法施行令」という。）に規定す

る一部負担金の額（一部負担金に相当するものとして、各法施行令に規定する額を含む。以下

「一部負担金相当額」という。）が各法施行令の規定により合算されて高額療養費が支給され

ることとなった場合は、当該一部負担金相当額に受給資格者の一部負担金相当額が含まれると

きは、当該一部負担金相当額を合算した額から各法施行令の規定により保険者、共済組合又は

後期高齢者医療広域連合が支給することとされている高額療養費の額を控除した額と当該受給

資格者について前項の規定により算出した額とを比較して少ない方の額を受給者に支給する。 

（附加給付額の控除） 

第４条の２ 町長は、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき、保険者、共済組合又

は後期高齢者医療広域連合が、社会保険各法又は高齢者医療確保法に規定する保険給付等に併

せて保険給付等に準ずる給付を行う場合は、前条に規定する額からその給付により受給者が支

給を受けることができる額を控除した額を受給者に支給する。 



（受給者証の交付申請） 

第５条 この条例により受給資格者に助成される医療費の支給を受けようとする受給者は、規則

の定めるところにより福祉医療費受給者証（以下「受給者証」という。）の交付を申請しなけ

ればならない。 

（受給者証の交付） 

第６条 町長は、前条の規定による受給者証の交付申請があった場合はその内容を審査の上、受

給資格者であると認めたときは、規則に定めるところにより、当該受給資格者に係る受給者証

を申請者に交付する。 

２ 町長は、前項の規定により審査した結果、受給資格者でないことを確認したときは、申請者

に対し規則の定めるところにより却下通知するものとする。 

（受給者証の提示） 

第７条 前条第１項の規定により受給者証の交付を受けた受給資格者は、保険医療機関等で医療

に関する給付を受けるときは、社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは

被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者であることの確認を受けた上、受給者証

を提示するものとする。 

（助成の方法） 

第８条 この条例により助成する医療費の支給を受けようとする受給者は、規則の定めるところ

により、支給の申請をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、

その者が医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に

支払うことができる。 

３ 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し医療費の支給があったものとみな

す。 

（支給の決定） 

第９条 町長は、前条第１項の規定に基づく申請があった場合において内容を審査した結果、医

療費を支給し、又は支給しないことに決定したときは、当該申請者に対し規則の定めるところ

により決定通知するものとする。 

（届出の義務） 

第１０条 受給者は、規則で定める事項について変更が生じたときは、１４日以内に町長に届け

出なければならない。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第１１条 この条例による医療費の助成又は支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供し

てはならない。 

（損害賠償との調整） 

第１２条 町長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金

額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当

する金額を返還させることができる。 

（支給金の返還） 

第１３条 町長は、自己又は受給資格者の偽りその他不正行為により医療費の支給を受けた受給

者があるときは、その者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させること



ができる。 

２ 町長は、第４条の規定により支給すべき額を超えて支給を受けた受給者があるときは、その

者から、その超える額に相当する金額を返還させることができる。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、６９歳老人に関する部分については、昭和５

１年１月１日以降の診療分から適用する。 

２ 関ケ原町老人の医療費の支給に関する条例（昭和４７年関ケ原町条例第２５号）、関ケ原町

乳児医療費の助成に関する条例（昭和４７年関ケ原町条例第２６号）、関ケ原町重度心身障害

者医療費助成に関する条例（昭和４７年関ケ原町条例第２４号）、関ケ原町母子家庭医療費の

助成に関する条例（昭和４９年関ケ原町条例第３号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。

ただし、旧条例の規定により受給者証の交付を受け、若しくは受給者証の交付を申請し、又は

医療費の助成を申請した者については、この条例の規定によりなされたものとみなす。 

３ 昭和５１年１月１日において、６９歳老人の受給資格を有することとなる者は、同日前にお

いて受給者証の交付を申請することができる。 

附 則（昭和５１年条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５１年８月１日から適用する。 

附 則（昭和５３年条例第１２号） 

この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年条例第２５号） 

この条例は、昭和５５年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年条例第２８号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５６年１月１日以降の診療分から適用する。 

附 則（昭和５８年条例第１号） 

１ この条例は、昭和５８年２月１日から施行し、改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条

例の規定は、同日以後の療養の給付に係る助成から適用する。 

２ 改正前の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例第２条第１号アに規定する者が、昭和５８年

１月３１日以前に受けた療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５９年条例第８号） 

１ この条例は、昭和５９年１０月１日から施行し、改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する

条例（以下「新条例」という。）の規定は、同日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から

適用する。 

２ この条例の施行前になされた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例によ

る。 

３ この条例の施行の際現に改正前の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例（以下「旧条例」と

いう。）第５条の規定に基づいてなされている受給者証の交付申請は、新条例第５条の規定に

よりなされたものとみなす。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第６条の規定に基づいてなされた受給者証の交付は、新条例

第６条の規定によりなされたものとみなす。 



附 則（昭和６１年条例第４号） 

この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年条例第８号） 

この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年条例第１０号） 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例の規定は施行日以後の療養の給付等に係る助

成及び支給について適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前

の例による。 

附 則（平成６年条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成６年１０月１日から適用する。 

附 則（平成８年条例第１４号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例第２条第１項第２号規定は、施行日以後

の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給

については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

附 則（平成９年条例第２７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例第４条の規定は、平成９年９月１日以降の療

養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同年８月３１日以前の療養の給付等に係る助成及

び支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成１０年規則第５号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成１０年１月１日から適用する。 

附 則（平成１０年条例第２２号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第４号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例第２条第１項第２号規定は、施行日以後

の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給

については、なお従前の例による。 

附 則（平成１２年条例第９号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第６０号） 

１ この条例は、平成１３年１月１日から施行する。ただし、第４条第３項の「厚生大臣」を「厚



生労働大臣」に改める規定は、平成１３年１月６日から施行する。 

２ 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る

助成及び支給から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前

の例による。 

附 則（平成１３年条例第９号） 

この条例は公布の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

附 則（平成１５年条例第１４号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

２ 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例第４条第１項第３号、第２項第２号及び第３

項の規定は、平成１５年４月１日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前

の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成１６年条例第１３号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

２ 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例第３条の２の規定は、平成１６年４月１日以

後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給

については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年条例第１３号） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に６９歳に達している者の療養の給付等に係る助成及び支給につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年条例第８号） 

１ この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ各号に定める日から施行する。 

（１） 第２条第１項の改正規定（（満９歳に達する日以後における最初の３月３１日）に改

正する部分に限る。） 平成１８年４月１日 

（２） 第１条、第２条第１項、第３条の２、第３条の３並びに第４条第１項及び第２項の改

正規定 平成１８年１０月１日 

２ 前項第１号の規定による改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成１８

年４月１日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る

助成及び支給については、なお従前の例による。 

３ 第１項第２号の規定による改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成１

８年１０月１日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養等に係る助

成及び支給については、なお従前の例による。 

４ 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例

の施行に関し必要な準備行為をすることができる。 

附 則（平成１８年条例第３５号） 

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第７号） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成１９年１０月１日以後の療養

の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給について



は、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年条例第６号） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に健康保健法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）

第７条の規定による改正前の老人保健法（昭和５７年法律第８０号）第２５条第１項に規定す

る医療の対象であった者のうちこの条例による改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例

（以下「新条例」という。）第２条第１項第２号ア、イ、ウ又はエのいずれかに該当し、かつ、

新条例第６条第１項に規定する受給者証に相当するものとして町長が認める受給者証の交付を

受けた者については、新条例第２条第１項第２号に規定する重度心身障害者とみなす。 

３ この条例の施行の際現に前項に規定する新条例第６条第１項に規定する受給者証に相当する

ものとして町長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第３条第１項の規定に

かかわらず、平成２０年９月３０日までの間、高齢者医療確保法第５５条第１項各号に規定す

る病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居したことにより関ケ原町の区域内に住所を有し

ない場合であっても新条例第３条第１項に規定する受給質格者とする。 

４ 町長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすること

ができる。 

附 則（平成２１年条例第１６号） 

１ この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例第３条の２の規定は、平成２１年１０月１日

以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び

支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年条例第５号） 

１ この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ各号に定める日から施行する。 

（１） 第３条の２中の改正規定 平成２６年４月１日 

（２） 第２条第１項第２号から第４号までの改正規定 平成２６年１０月１日 

２ 前項第１号の規定による改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成２６

年４月１日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る

助成及び支給については、なお従前の例による。 

３ 第１項第２号の規定による改正後の関ケ原町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成２

６年１０月１日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に

係る助成及び支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年条例第２０号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第１９号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第２７号） 

この条例は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則（平成３１年条例第１６号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年条例第３６号） 



この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第７条の規定は、令和３年３月１

日から適用する。 

附 則（令和６年条例第２９号） 

この条例は、令和６年１１月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

知的障害者判定要領 

  内容 

最重度

（A1） 

（1） 日常生活面の介助 

基本的生活習慣が形成されていないため、常時全ての面で介助が必要 

（2） 行動面の監護 

多動、自他傷、拒食などの行動が顕著で常時付添い監護が必要 

（3） 保健面の看護 

身体的健康に厳重な看護が必要 

（4） 知能面の発達 

標準化された知能検査、発達検査によるIQ（知能指数）がおおむね20以下 

重度（A2） （1） 日常生活面の介助 

基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要 

（2） 行動面の監護 

多動、自閉などの行動があり、常時監護が必要 

（3） 保健面の看護 

身体的健康に常に注意、看護が必要 

（4） 知能面の発達 

標準化された知能検査、発達検査によるIQ（知能指数）がおおむね35以下 

（5） その他 

知能面の発達がIQ50以下の児（者）で、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、

2級又は3級に該当するもの 

中度（B1） （1） 日常生活面の介助 

基本的生活習慣の形成が不十分なため、一部介助が必要 

（2） 行動面の監護 

行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要 

（3） 保健面の看護 

発作が時々あり、あるいは周期的精神変調がある等のため、一時的又は時々看護

が必要 

（4） 知能面の発達 

標準化された知能検査、発達検査によるIQ（知能指数）がおおむね50以下 

 


